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（工事概要）

　 本工事は、議会議事のマイク集音、拡声を行うマイク・スピーカ設備、議場システム操作設備の老朽化に対応するための性能維持、及び操作性の

（施工条件）

※ 本工事は、

　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版

　　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版

　に基づき行うこと。

※ 工事契約後、速やかに調査及び施工計画書等を作成し、現場着手までに市監督員の承諾を得ること。

※ 作業着手までの調査は、事前に議会事務局及び市監督員の承諾を得るものとし、議会終了後、議会運営に影響を与えない範囲とする。

原図：Ａ３

平成28年6月
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※ 現状の機器、盤内配線等について現地を入念に調査のうえ、機器仕様書等を作成して市監督員に承諾を得ること。

　

※ 作業に伴う用水、電力は施設を無償にて使用できる。

※ 作業過程において、既存施設に損害等を与えた場合は、請負人の負担において速やかに復旧すると共に市監督員に報告すること。

※ 本工事に伴い発生する廃材等については、関係法令に適合した施工報告書(マニフェスト、伝票の写し等)を市監督員に提出すること。
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※ 現場への着手は、１０月１日からとする。

位置図・配置図・特記事項

特 記 事 項

工事場所

※ 設計書に明記がなくとも、機能上及び構造上当然必要と認められるものは本工事に含む。なお、内訳書の数量は参考とし当図面を優先する。
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改修事項、機器構成表
原図：A3
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システム系統図
原図：A3
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姿図１
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